
乗合タクシー利用者登録申込書

年 月 日

※ 外出されているときにも緊急連絡等ができるよう、携帯電話をお持ちの

方は携帯電話の番号をご記入ください。

※ お迎えに行くまでに不測の事態（気象、道路状況、事故、その他）が生じ

た場合、登録いただいた電話へタクシー事業者または運転手の携帯電話か

ら緊急連絡する場合があります。乗合タクシーを予約された方は、迎えの乗

合タクシーが来るまでは、電話に出るようにお願いします。

※ ３歳未満は無料ですので、登録は不要です。

利 用 者

ふ り が な

氏 名

携帯電話番号

車 の 運 転 １．する ２．しない

生 年 月 日 年 月 日

住 所

〒

東みよし町

現在居住してい

る場所（乗車す

る場所）

※上記の住所と

違う場合に記入

〒

東みよし町

現在居住してい

る 場 所 の

固定電話番号



個人情報の取り扱いに関する同意書

東みよし町では、本申込書にてお預かりした個人情報について、以下のとおり適正かつ

安全に管理・運用することに努めます。

１．利用目的

町はお客様の個人情報を以下の目的で利用します。

①お客様の「乗合タクシー利用者登録申込書」に記入していただいた個人情報を以下の

目的で利用します。

・乗合タクシーの運行および運行管理のため

②取得した予約履歴や利用履歴等の情報を分析して、以下の目的で利用します。

・乗合タクシーの運行サービス改善のため

・乗合タクシーの利用促進やサービスに関する広告表示のため

２．第三者提供

町は、以下の場合を除いて、個人データを第三者へ提供することはしません。

・個人データの取扱いの全部又は一部を委託するとき

・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データを提供する場合

・法令に基づく場合

・人の生命、身体又は財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが難しい場合

・公衆衛生の向上・児童の健全な育成のために特に必要で、本人の同意を得ることが難

しい場合

・国の機関や地方公共団体、その委託者などによる法令事務の遂行にあたって協力する

必要があり、かつ本人の同意を得ることで事務遂行に影響が生じる可能性がある場合

・第三者が学術研究機関等である場合であって、第三者が個人データを学術研究目的で

取り扱う必要があるとき

３．開示請求

貴殿の個人情報について、ご本人には、開示・訂正・削除・利用停止を請求する権利が

あります。手続きにあたっては、ご本人確認のうえ対応させていただきますが、代理人の

場合も可能です。詳細については、以下「個人情報相談窓口」へご連絡ください。

＜個人情報相談窓口＞

以上

私は、上記の個人情報取り扱い事項について同意します。

年 月 日

本人署名（登録者が未成年者の場合は保護者署名）

乗合タクシー 個人情報問い合わせ窓口

〒779-4795 徳島県三好郡東みよし町加茂3360番地 東みよし町役場 企画課

電話 0883-82-6302 FAX 0883-76-1013



支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯）

住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ

支給対象と申請の有無

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（１世帯あたり３万
円）は、住民税均等割非課税世帯や令和５年１月から９月までに家計
急変のあった世帯を支援する給付金です。

給付金を受給するためには、手続きが必要です。

世帯全員の令和５年度

「住民税均等割が非課税」
の世帯

令和５年１月～９月の収入が

減少し「住民税非課税相当」
の収入となった世帯(家計急変世帯)

東みよし町より確認書を
お送りします（要返送）

※一部世帯は申請が必要です
　令和５年６月１日時点で東みよし町に
　住民登録のある方で該当する方のみ

支給手続きや支給要件の詳細は裏面をご確認ください。

 申請期間：令和５年８月1０日（木）
　　　　　 ～令和５年1０月31日（火）
 申請日時点で東みよし町に
 住民登録のある方で該当する方のみ

 【申請書配布窓口】東みよし町 福祉課

申請が必要です

詳しくは裏面「I」へ 詳しくは裏面「Ⅱ」へ

１世帯あたり３万円
町が確認書(または申請書)を受理し
た日から１ヶ月程度が目安です。

給付金の支給額 給付金の支給時期

電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金（３万円/1世帯）のご案内

受給には手続きが必要です

確認書（申請書）提出期限
令和５年10月31日（火）



Ⅰ　令和５年度住民税（均等割）が非課税の世帯

給付金を受け取るには、申請が必要です。

申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに
東みよし町福祉課に、直接または郵送でご提出ください。

申請書は令和５年８月１０日（木）から福祉課窓口で配布する予定です。

　　　収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により給付を
　　　申請した場合、不正受給（詐欺罪）に問われる場合があります。

給付金の支給手続き

！

Ⅱ　予期せず家計が急変したことで収入が減少し、　
　　世帯全員が住民税非課税相当※となった世帯(家計急変世帯)

※ 住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額（令和５年１月から９月までの任意の１か
月収入×12倍）が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。

【住民税非課税となる年間給与収入の目安】単身の場合：93万円以下、母・子(1人)の場合137.8万円以下

お問い合わせ先

     〒７７９－４７９５ 東みよし町加茂３３６０番地

             東みよし町役場 三加茂庁舎 福祉課

　　　　　 ０８８３-８２-６３０６　受付時間 平日８：３０～１７：１５

対象となる世帯には、福祉課より、給付内容や確認事項が書かれた
「確認書」をお送りします。

確認書は、令和５年８月上旬頃から順次送付する予定です。

中身を確認して、福祉課に 返信してください。

【確認事項】①記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか

      ②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと

給付金を受け取るには申請書による手続きが必要です。該当する世帯の方は
福祉課にお問い合わせください。

    住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の

   「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合
は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡ください。

！

※給付は1世帯1回限りです。上記Ⅰ・Ⅱの重複受給はできません。

お名前

①世帯の全ての方が、令和５年１月１日以前から現住所にお住まいの場合

②世帯の中に令和５年１月２日以降に転入した方がいる場合

世帯の状況によって必要な手続きが異なります。以下の①、②をご確認ください。







初回接種未接種者（全２回）・生後６か月～４歳以下（全３回）
についても引き続き接種できます。

令和５年度

新型コロナワクチン秋開始接種についてのお知らせ
東みよし町 ７月号

東みよし町健康づくり課

接種期間
対象者
使用ワクチン
接種費用

詳細については、今後国の示す接種方針が決定次第お知らせいたします。 

：令和 ５年９月から１２月
：追加接種可能な全ての年齢の方
：未定  
：無料  

対象者等 接種券発行方法
努力義務
接種勧奨

６５歳

以上
の方

春開始接種
（５月から８月）を
接種済みの方

接種可能な時期が近づいた方へ順次送付いたします。

〇
春開始接種
（５月から８月）を
未接種の方

接種券は送付されません。未使用の春開始接種の接種
券をご使用ください。
※接種券がお手元にない場合は、下記申請先 にご連絡
ください。

秋開始接種期間中
（９月から１２月）に
６５歳になられる方

一括送付いたします。

接種券申請・再発行申請先 

東みよし町ワクチンコールセンター
０８８３－８２－６３１１　　平日９時から１７時まで　

上記申請受付日

７月１９日（水）から

接種券発送時期：８月上旬より順次発送予定です。
秋開始接種の予約については広報８月号にてお知らせいたします。
なお、今後の方針等により予定を変更する場合があります。

６４歳
以下
の方

医療機関や
高齢者施設等の
従事者の方

申請方式
職場にて接種希望者集約のうえ、健康づくり課へ
お送りください。
（所定様式は施設へ送付済み）

－

基礎疾患を
お持ちの方 申請方式

下記申請先にご連絡ください。

〇

上記以外の方 －

次の方で未使用の接種券（最新回数）をお持ちの方は秋開始接種に使用できます。 



　※申請方法等については、裏面をご確認ください。

東みよし町高圧電力利用事業者支援金

　町内の事業用施設において、小売電気事業者(四国電力株式会社・新電力会社)との契約に

よって高圧又は特別高圧の電力供給を受け、電気料金を負担し、以下の全ての要件を満た

す事業者が対象となります。

　①町の区域内に事業用施設を有する法人（大企業を除く）又は個人事業者であること。

　②交付申請時点において町内で事業を営み、かつ、交付申請後も町内での事業を継続す

　　る意思があること。

　③宗教上の組織又は団体でないこと。

　④暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。

　　連続する３か月分の事業用施設使用電力総量（kWh）※×４円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝支援金交付額（上限100万円）

　　※小売電気事業者から高圧又は特別高圧の電力供給を受ける町内の事業用施設(法人又

　　　は個人事業者が所有又は管理する施設で、国・県・町・土地改良区等が直接管理す

　　　るものを除く。）における、令和５年2月分以降の任意の連続する３か月分の使

　　　用電力量の総量(kWh)

　支援金交付額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、１交付対

象者当たり１００万円が上限となります。なお、算定に用いた電力量の合計に特別な事情

があると認めるときは、当該事情による影響分を除いて交付額を算定します。

　■　支援金交付額

　エネルギー価格の高騰が町内事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、事業の維持及び改善

を図るため、町内の事業用施設で、高圧（標準電圧6,000V以上）又は特別高圧（標準電圧

20,000V以上）の電力契約により電力供給を受けている事業者の皆さまに対し、１か月の使

用電力量当たり２円の６か月分に相当する「東みよし町高圧電力利用事業者支援金」を交

付します。

　■　交付の対象となる方

　町内の事業用施設において、小売電気事業者と契約し、高圧又は特別高圧の電力供給を受け、電

気料金を負担している事業者（大企業を除く法人又は個人事業者）の皆さまが対象です。

　■　申込から支援金交付までの流れ

交

付

申

請

交

付

請

求

交

付

決

定

口

座

振

込

裏面に記載の申請書類（申
請書・誓約書・添付書類・
請求書）を令和６年２月末
日までにご提出ください。

受理した申請書類等について
は、審査を経て、交付決定の
通知及び支援金の交付を申請
翌月までに行います。



（裏面）

　■　申請書類

２　添付書類

　〇全事業者

　　・支援金の額の算定に用いた使用電力量が確認できる「電気料金請求内訳書」、「使

　　　用電力量のお知らせ」等の写し（契約名義、小売電気事業者の名称、使用場所、契

　　　約種別（電圧等）、使用した月、使用電力量、電気料金の額が記載されているも

　　　の）

　〇法人（大企業を除く）の場合

　　・履歴事項全部証明書の写し、法人名義又は代表者名義の預貯金通帳の写し

　〇個人事業者の場合

　　・直近の確定申告書類の控え等の写し、申請者名義の預貯金通帳及び本人確認書類

　　　（運転免許証等）の写し

　■　申請窓口・お問い合わせ先

　　〒７７１－２５９５　三好郡東みよし町昼間３６７３－１

　　東みよし町産業課高圧電力利用事業者支援金係　　電話０８８３－７９－５３４５

　　・高圧又は特別高圧の電力供給を受ける町内の事業用施設を対象とする支援金です。

　　　低圧等の電力供給を受ける事業用施設は対象となりませんので、ご注意ください。

　　・支援金の申請は、１交付対象者当たり１回限りとなります。申請後に支援金の算定

　　　に用いた期間を変更することはできませんので、予めご留意ください。

　　・小売電気事業者から高圧又は特別高圧の電力供給を受ける町内の事業用施設が複数

　　　ある場合は、使用電力量を合算してください。なお、この場合における任意の連続

　　　する３か月分は同一期間とします。

　　・申請期限は、令和６年２月２９日（木）までとなります。期限までに申請がない場

　　　合、支援金の交付を受けることができませんので、ご注意ください。

１　申請書・誓約書・請求書　等

　　①東みよし町高圧電力利用事業者支援金交付申請書（様式第１号）

　　②誓約書（様式第２号）

　　③東みよし町高圧電力利用事業者支援金請求書（様式第４号）

　■　申請方法

　■　支援金交付申請上の留意事項

　下記の期限内に、東みよし町高圧電力利用事業者支援金係宛て郵送又は窓口持参により

申請書類をご提出ください。申請様式等は、東みよし町役場産業課窓口のほか、東みよし

町ホームページから取得いただけます。

　　　　　　　　申請期限：令和６年２月２９日（木）まで　当日消印有効







 

 

夜間の防災体験  
 

 
体力 

 
観察力 

 
発想力 

日  時：令和５年７月２８日（金） 

集合場所：東みよし町社会福祉協議会 駐車場 

ウォーキングのあとには 

もあるよ！ 

このＱＲコードからも 

お申し込みできます！ 

7月 25日(火) 

17：00締め切り 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
・ 事前に電話またはＱＲコードにてお申し込みください。 

・ 懐中電灯をご持参ください。 

・ 天候不良などで中止、または内容が変更になる場合には、東みよし町社会福祉協議会のホーム 

ページ及び、お申し込みいただいたメールアドレスにてお知らせいたします。 

※雨天時には社協の建物内にて、実施できる範囲で開催します。 

主 催 ： 東みよし町・東みよし町社会福祉協議会  

〇 知っていますか？ 

あなたの避難場所 

〇 ロープワークに挑戦！ 

〇 無線機の使用体験 

〇 防災体力向上ウォーキング［約１．３ｋｍ］ 

（東みよし町 危機管理課） 

（東みよし町防災士会） 

１７時３０分～ 受付開始 

１８時００分～ イベント開始 

お問い合わせ 

東みよし町社会福祉協議会 

☎0883-82-6309 

【イベント内容】 

 



夏の⾧い夜に図書館のご利用はいかがでしょうか。

町立図書館では、次の日程で開館時間を変更して開館いたします。

普段はなかなか図書館へ来られない方も、ぜひ夕やけ図書館をご利用ください。
ゆう

☆ 日程 ８月の毎週金曜日 ・ 土曜日

（４日・５日・１２日・１８日・１９日・２６日）

午前１０時 ～ 午後７時 まで開館いたします

※他の曜日は通常時間（午前１０時～ 午後６時）の開館となります。

※８月１１日（金）は祝日、２５日（金）は本の整理日のため、休館

いたします。



朗読と音楽を聞きながらゆっくりと優しい時間を過ごしませんか。

ご参加をお待ちしております。

5 9 9 13 00 14 30  12 30

3360

20


